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１ 計画の背景・目的 

 
【背景】 
・人口減少や高齢化、災害対応、環境問題などの対応のため公園

の重要性が高まっている。 

・大野町の公園の多くが整備後 20～30 年程度が経過し、老朽化・

陳腐化している  

【目的】 

・大野町の公園のリニューアルを 

計画的に実施するための計画を策定 

（※検討対象公園は右図のとおり） 

 

２ 現状（課題・ニーズ）と基本理念・基本方針 
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”場” 

に係る 

方針 

方針① 魅力的で安全な遊び場の創出 ●    ●   

方針② 
スポーツ、飲食、景観等が 

楽しめる場所の整備 
     ● ● 

方針③ 
安全・安心を支える防災機能 

の強化 
     ●  

方針④ 
機能分担と優先順位をつけた 

整備の実施 
  ●     

”仕組み” 

に係る 

方針 

方針① 
都市公園※への移行による 

計画的な維持管理・運営 
●  ●     

方針② 使用料金等の規定の見直し   ●     

方針③ 台帳の適正な整備及び管理    ●    

”人” 

に係る 

方針 

方針① 
指定管理者※制度など 

民間活力導入 
  ●   ●  

方針② 
地域委託による管理 

の推進（地域管理） 
 ● ●     

 

※「都市公園」とは、都市公園法に基づく公園であり、利用者の満足度の向上や計画的な財源確保、都市公園法に基づく適正な行政管理が図られるようになります。 

※「指定管理者制度」とは、地方自治法に基づき、公園の運営や維持管理を民間に行ってもらう手法をいいます。また民間活力導入手法には、指定管理者制度以外にも「Park-PFI」という都市公園法に基づいて飲

食店や売店などの公園利用者の利便性向上のための施設の設置と、その施設での収益を活用した公園の園路や広場の整備、改修を民間に行ってもらう手法もあります 

  

【基本理念】持続可能でニーズにあった 

愛される公園を目指し、協働で守り育てます。 

大野町公園リニューアル計画 【概要版】 

 既存資料や町民アンケート結果から抽出 

検討対象公園 
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●「リニューアル」（優先的にリニューアルを行う公園） 
・優先的にリニューアルを行う公園は、多くの利用がある又はまちづくりの観点から政策的に整備が必要とされるとともに、完成年から一定年数が経過していることから、リニューアルの必要性が高い公園とします。 

・リニューアルでは、現在の公園の特性を考慮の上、現在の魅力を伸ばすことを基本としつつ、多様なニーズを満たせるような新たな機能の追加を行うなど、大規模な改修を行うものします。 

●「現状維持」（適正な維持管理により現状維持する公園） 

・適正な維持管理により現状維持する公園は、多くの利用がある又は今後活用促進が見込める公園ですが、比較的完成年数が新しくリニューアルの優先度が低い公園とします。 

・上記に該当しなくても、地域から存続の要望があり、町での管理が適当とされる公園についても現状維持とします。 

・現状維持のため、現状の施設について必要な補修や更新など適正な維持管理を実施します。また、将来的にはリニューアルも検討します。 

●「地域管理」（地域に委託する公園） 

・地域に委託する公園は、現状として多くの利用者はない公園ですが、地域から存続の要望があり、地域への委託が可能な公園とします。 

・効率的な管理や、より一層の地域住民の愛着醸成のため、公園管理を地域に委託するものとします。 

●「廃止」（機能を廃止する公園） 

・機能を廃止する公園は、現状として利用者が少ないとともに、今後の活用見込みもなく、地域住民からの存続の要望もない公園とします。 

・地域住民にとっても、町内の適正な配置から考えても必要性が低いことから、公園としての機能を廃止し、別の用途への機能転換や土地の売却又は返還を検討します。 

３ 公園毎の方針 

 

 方針① 方針② 方針③ 方針① 方針② 方針③ 方針① 方針②

魅力的で安全な
遊び場の創出

スポーツ、飲食、景観等
が楽しめる場所の整備

安全・安心を支える
防災機能の強化

都市公園への
移行による

計画的な維持
管理・運営

使用料金
等の規定
の見直し

台帳の
適正な

整備及び
管理

指定管理者制度
など民間活力導入

地域委託による
管理の推進
（地域管理）

1 バラ公園
(〇)シンボル的な遊具
の整備

(〇)バラを楽しめる屋根付き
広場や飲食施設など

(－) (〇)指定管理やPark-PFIを
導入（新規）

(－)

2 木振ふれあい公園
(〇)アスレチック遊具
の整備

(－) (－) (－) (－)

3 根尾川ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ
(－) (〇)散策園路の整備、スポー

ツやアクティブティの充実
(－) (－) (－)

23 大野揖斐川ﾊﾟｰｸ
(－) (〇)散策園路の整備、スポー

ツやアクティブティの充実
(－) (－) (－)

25 大野町運動公園
(〇)アスレチック遊具
の整備

(〇)BBQやキャンプ場など
のアウトドア施設の整備

(〇)一時避難所として、かまど
ベンチなどの防災施設を整備

(〇)指定管理やPark-PFIを
導入（新規）

(－)

4 藪川橋西詰公園 (－) (－)

5 相羽ふれあい広場
(〇)町施設の指定管理におけ
る一体管理を実施（新規）

(－)

17 松山水辺公園 (－)
(〇)松山水辺を守る会へ委託
（継続）

18 うぐいす公園 (－) (－)

19 条里公園 (－) (－)

20 揖斐二度ザクラ公園 (－)
(〇)揖斐二度ザクラ保存会へ
委託（継続）

21 黒野駅レールパーク (〇)指定管理(継続) (－)

24 大野ﾊﾞｽｾﾝﾀｰふれあい広場 (－) (－)

26 黒野西親水広場 (－) (－)

28 おおのひろば
(〇)道の駅の指定管理におけ
る一体管理を実施（継続）

(－)

29 森林空間（絆の森含む） (－)
(〇)NPO法人野村緑の会、
NPO法人里山会へ委託（継
続）

6 下方住吉灯明台公園 (－) (〇)下方区へ委託（継続）

7 黒野ふれあい広場 (－) (〇)黒野北区へ委託（新規）

8 西方農村公園 (－) (〇)西方区へ委託（新規）

9 桜大門ふれあい広場 (－) (〇)桜大門区へ委託（継続）

10 野ふれあい広場 (－) (〇)野区へ委託（新規）

12 大野ふれあい広場 (－) (〇)大野２区へ委託（継続）

14 上秋ふれあい広場 (－) (〇)上秋区へ委託（継続）

15 瀬古ふれあい広場 (－) (〇)瀬古区へ委託（新規）

16 松山ふれあい公園 (－) (〇)松山区へ委託（新規）

22 やまびこ公園 (－) (〇)牛洞区へ委託（継続）

11 桜台団地公園

13 稲富農村公園

27 黒野広場
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「”場”に係る方針④ 機能分担と優先順位をつけた整備の実施」については、公園毎の方針の設定過程にて反映

現状
維持

地域
管理

(－)　※現状の機能を適切に維持する

(－)　※公園としての機能は廃止する。（機能転換や土地の売却又は返還）廃止

 

公園の利用者数、周辺における代替公園・施設の有無、今後の活用促進見込み、 

公園完成年からの経過、地域住民意見などを踏まえて方針を設定。 


